
名古屋市公式ウェブサイト（中川区からのお知らせ）
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http://www.city.nagoya.jp/nakagawa/page/0000105746.html

民生委員とケアマネジャーの連携

情報共有同意書の使い方ガイド

中川区地域包括ケア推進会議
孤立（虐待）防止ネットワーク部会

中川区 民生委員ケアマネジャーの連携

http://#


民生委員とケアマネジャーが連絡を取り合い、介護サービスを利用

して在宅生活する高齢者の必要な情報を共有・連携することで、高齢

者のよりよい支援につなげる。

民生委員について

民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、ボラ

ンティアとして活動する非常勤の地方公務員です。すべての民生委員は

児童委員も兼ねており、子どもに関わる支援活動も行っています。

＜主な活動内容＞

地域住民の一員として、担当する区域で地域の方の生活上の様々な相

談に応じ、利用できる福祉サービスなどの情報提供や行政等の専門機関

を紹介する「つなぎ役」です。ひとり暮らし高齢者などを訪問し、見守

り活動を行うとともに、子どもたちへの声かけも行っています。

民生委員・ケアマネジャーは

どんな活動をする人？

情報共有の目的

ケアマネジャーについて

介護保険法に定められた研修を受講し、要介護者や要支援者が自立し

た日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するも

のとして介護支援専門員証の交付を受けた専門職です。

＜主な活動内容＞

高齢者の要支援や要介護と認定された高齢者を定期的に訪問し、心身

の状況を把握し、相談に応じるともに、ヘルパーやデイサービスなどの

介護サービスを受けられるよう、ケアプラン(介護サービスの提供計画)

の作成や、行政・介護事業者・施設等との連絡調整を行います。



個人情報とは生存する個人に関する情報で、氏名・住所・その他の情報の

組み合わせで特定の個人を識別できるものをいいます。また、マイナンバー

や介護保険証の被保険者番号など特定の個人を識別できる情報を個人識別符

号といい、これも個人情報にあたります。

個人情報はその人の人格に結び付いた情報で守られるべき大切なものです。

一方、個人情報保護への過剰反応がその人の利益を妨げる場合もあります。

「個人情報の有用性」と「個人の権利利益の保護」のバランスをとって適切

に情報共有することが必要となります。

個人情報のやり取りについて

情報共有の同意を得ること、伝えるべき情報を意識することは

充実した支援の提供や緊急時の対応において大変重要です。

個人情報を共有する時に大切なこと

○ 情報共有する目的や想定される状況を本人や家族によく説明する

支援活動のどんな場面で誰と情報共有するかを説明し、同意や信頼を得る

ことが、本人と家族の安心につながります。

○ 支援に必要な範囲を考えて情報共有する

支援に必要のない、本人や家族の行動や思想信条は情報共有の対象外です。

逆に、本人の安否などの情報全てを対象外とすると十分に連携できません。

今、何を伝えられるかを考えることで、情報共有の質が高まります。

○ 情報共有者間の信頼関係を築く

情報共有者が互いに、高齢者支援をする上での相手の立場や本人・家族と

の関係性を理解することで、安心して連携する関係がつくられます。



１ 対 象 者

中川区在住の次の方を対象とします。

① ６５歳以上の単身世帯

② ７５歳以上のみ世帯

２ 取得に際しての留意事項

○ ケアマネジャー又は民生委員は、対象者（又は代理人）に

趣旨を説明し、同意書を取得してください。

○ 連携する必要が生じた際、速やかに情報共有できるように

居宅介護支援契約締結時や、高齢者から相談を持ちかけら

れた時など、早いタイミングでの取得をお願いします。

○ 取得した同意書は、民生委員とケアマネジャー双方で内容

を確認し、原本をケアマネジャーが保管し、写しを対象者

（又は代理人）に交付してください。また、必要に応じて

民生委員は写しを保管してください。

※担当民生委員・ケアマネジャーが分からない時は区役所
福祉課（地域包括ケア担当）へお問い合わせください。

○ 各居宅介護支援事業所と対象者との居宅介護支援契約の

規定の中で、民生委員との情報共有が可能な場合は、この

同意書を改めて取得する必要はありません。

情報共有同意書の取得方法について



(１) ケアマネジャーが民生委員に情報共有を依頼する場合

４ 情報共有の流れ
趣旨を説明して情報共有
の同意を得る。

情報共有
同意書

ケアマネジャー
対象者 Ａさん
（又は代理人）

居宅介護
支援契約書

（同意書又は契約書等）

※ 居宅介護支援契約の規定の中で、民生委員との情報

共有（取得・提供）が可能な場合、同意書は不要

※ 同意書は居宅介護支援事業所が契約書等と共に

保管し、写しを対象者に交付してください。

情報共有
同意書
又は
契約書

福祉課

区役所
ケアマネジャー

① 同意書(契約書等)と身分証明書を提示

② ①を確認した上で、区役所がケアマネ
ジャーに担当民生委員の連絡先を提供

３ 情報共有の流れ

Ａさんのサービス計画を

立てるのに地域での暮ら

しぶりを知りたい

Ａさんと急に連絡がとれ

なくなったけど、地域の

担当民生委員さんは何か

知らないかしら

ケアマネジャー 民生委員

双方で必要な情報を共有し、以降連携

して見守り・支援を行う

※ 初回に同意書を民生委員に提示

(必要の場合は写しを渡してください。)

担当民生委員
がわからない場合

本人からの聞き取り等に
よって担当民生委員が
わかった場合



(２) 民生委員がケアマネジャーに情報共有を依頼する場合

Ａさん、最近デイサービスを

利用しているらしいんだけど、

ケアマネジャーと連携して見

守りたいわ。

Ａさんの姿を最近見かけ

ないけど、どうしたのか

しら？高齢の一人暮らし

だし心配だわ。

情報共有
同意書

民生委員
対象者 Ａさん
（又は代理人）

区役所

居宅介護
支援事業所

福祉課

情報共有
同意書
又は

契約書

民生委員

電話確認

区役所職員 ケアマネジャー民生委員

双方で必要な情報を共有し、以降連携

して見守り・支援を行う

※ 初回に同意書の内容を双方で確認

してください。

本人からの聞き取り等に
よって担当ケアマネジャー
がわかった場合

担当ケアマネジャー
がわからない場合

民生委員による同意書の取得について

区役所（支所）は、居宅

介護支援事業所と調整し

ケアマネジャーの連絡先

等を民生委員に提供

Ａさんの介護サービス

利用の有無やケアマネ

ジャーの連絡先を相談

（電話でも可能）

ケアマネジャーとの連携が必要な対象者のうち、同意書

未取得の方については、民生委員が対象者に趣旨を説明

した上で、同意書を取得していただいても結構です。

※同意書は、情報共有の際等にケアマネジャーに渡し、
写しを対象者に交付してください。ケアマネジャーは、
受け取った同意書を契約書等と共に保管してください。



４ 情報共有同意書の記入例

(１) 表 面（あて先以外は本人又は代理人が記入）

○○居宅介護支援事業所

中川 太郎

中川区高畑一丁目223番地

中川 花子 妻

○ ○
代理人は、本人の親族
又は成年後見人を原則
とします。

この例ではケアマネジャーが同意書
を取得する場合です。

○

○○○ - ○○○○ - ○○○○



(２) 裏 面（ケアマネジャー又は民生委員が記入）

中川 太郎

なかがわ たろう

10 ５ ５

中川区高畑一丁目223番

○○居宅介護支援事業所
（052）△ △ △ー□ □ □ □
富田 二郎

ガイドラインの内容を
本人又は代理人に必ず
説明してください。

○○○ - ○○○○ - ○○○○


